
令和７年度 監査実施計画 

 

１.基本方針 

「苅田町監査基準」(令和２年監査員告示第１号)に基づき効果的・効率的な監査を実施するた

め、令和７年度監査の方向性及び重点項目を以下のとおりとする。 

 

（１）監査等の方向性 

効果的・効率的な監査を目指し、次の点に留意し監査等を実施する。 

ア 監査等は、その種別や対象事業の特性等に応じ、違法又は不当の指摘だけでなく、計数等の

修正・是正の指示、改善策の提言、勧告など指導を意識して実施する。 

イ 監査等の対象については、その事務が包括するリスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。

以下同じ。)を考慮して、選定・実施する。また必要に応じ、付随する事務や先行して実施され

る事務についても対象に含めるように努める。 

ウ 監査等の結果に関する報告等及び意見を提出した事項並びに勧告をした事項については、適

時措置状況の報告を求めることにより状況を的確に把握し、監査等の実効性を高める。 

エ 「財務監査」と「決算審査」「例月出納検査」において、目的や手続きに関連する部分につ

いては、相互に資料や結果を活用することにより、監査等の充実及び強化を図る。 

 

（２）重点項目 

以下の事案等について重点的に監査等を行うこととする。 

ア 適正な支出に改めるべき事案又は財務管理について改善を要する事案であって、金銭的影響

や公務への信頼性、住民の安心・安全に係る影響が大きいもの。 

イ 前年度予算が重点的に配分された事業及び新設・改廃が行われた事業などその効果の検証が

必要と思われるもの。 

ウ 町の事業や他団体でリスクが顕在化した事案や、議会における問題提起、町民の関心の高い

事務事業など、合規性・効率性等の検証が必要と思われるもの。 

 

２.監査実施計画 

（１）監査等の種類及び対象 

令和７年度の監査等を以下のとおり実施する。 

ア 財務監査(定期監査)(地方自治法(以下「法」という)第１９９条第 1項及び第４項) 

令和６年度の財務及び事務を対象に、法令等に従って適正に実施されているかという観点はも

とより、事務の執行及び経営に関する事業の管理が経済的、効率的、かつ効果的に行われてい

るかについて監査を実施する。 

なお、監査を効率的に実施するためリスクを考慮し、予め重点的に監査を行う項目を設定する。 

イ 行政監査(法第１９９条第２項) 

 事務の執行が法令に適合し、正確で、経済的、効率的、かつ効果的に行われているかについて

監査を実施する。 

監査にあたっては、重要で監査をする必要性が高い項目が認められたとき実施する。 



ウ 財政援助団体監査(法第１９９条第７項) 

町が補助金等財政的援助をしている団体、資金等を出資している団体及び施設の管理を行わせ

ている団体に対し、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行について、令和６年度を対

象に、合規性を主眼として、有効性、効率性、経済性の視点にも留意して監査を実施する。 

エ 一般会計・特別会計 歳入・歳出決算審査(法第２３３条第２項) 

町長から審査に付された令和６年度一般会計・特別会計決算、証書類を対象に、法令に基づい

て作成されているか、その計数は正確であるかを確認するとともに、予算執行、財政管理の状

況及び財政状態等が適正に表示されているかなどについて審査を実施する。 

オ 公営企業決算審査(地方公営企業法第３０条第２項) 

町長から審査に付された令和６年度公営企業決算、証書類を対象に、法令に基づいて作成され

ているか、その計数は正確であるかを確認するとともに、予算執行状況、経営成績及び財政状

態等が適正に表示されているかなどについて審査を実施する。 

カ 基金運用状況審査(法第２４１条第５項) 

町長から審査に付された令和６年度の基金運用状況報告書を対象に、計数が正確であるかを確

認するとともに、基金が設置目的に従って適正かつ効果的に運用されているかなどについて審

査を実施する。 

キ 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び 

第２２条第 1項) 

町長から審査に付された令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を対象に、

法令に基づいて算定されているか、また、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適

正に作成されているか等について審査を実施する。 

ク 例月出納検査(法第２３５条の２第１項) 

会計管理者、水道事業管理者及び下水道事業管理者が管理する現金の出納を対象に、毎月例日

を定め、現金出納調書等の計数が正確であるかを確認するとともに、現金の出納事務が適正に

行われているかなどについて、検査を実施する。 

ケ その他の監査 

ア～クに掲げる監査等のほか、法令の規定に基づき請求若しくは要求があったとき、又は監査

委員が必要であると認めるときは、法令に基づいて監査を実施する。 

 

（２）監査等の実施時期 

各監査等の実施予定時期は「令和７年度監査年間計画(別紙)」のとおりとする。 

 

（３）監査等の実施体制 

監査委員２人で監査等を実施し、事務局長以下職員が補助する。 

 

 

 

 



令和 7 年度 苅田町監査年間計画   令和 7 年 3 月作成 

区分 例月出納検査等 定期監査(財務・工事監査) 行政監査（必要な場合実施） 財政援助団体等監査 決算審査等 

４月 ６年度３月分 
        

        

５月 
６年度４月分         

７年度４月分         

６月 
６年度５月分         

７年度５月分       公営企業決算審査 

７月 

        一般・特別会計決算審査 

        基金運用状況調査 

        財政健全化判断比率等審査 

８月 ６・７月分 
      決算審査報告書確認 

財務・工事日程決定 工事対象選出     報告書提出・公表 

９月 ８月分 
財務・工事監査資料提出依頼       

        

10月 ９月分 
        

財務・工事監査事前確認       

11月 １０月分 
財務・工事監査ヒアリング テーマ・日程決定 

(必要な場合のみ実施) 

    

財務・工事監査報告書確認 日程決定 対象団体選出   

12月 １１月分 
財務・工事監査報告書提出・公表 資料提出依頼 資料提出依頼   

        

１月 １２月分 
        

  事前確認 事前確認   

２月 １月分 
        

  ヒアリング ヒアリング   

３月 ２月分 
  報告書確認・提出・公表 報告書確認・提出・公表   

        

 ※計画は都合により変更する場合があります。    

 


